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触法・被疑者となった高齢・障害者への支援の研究（H21-障害-一般-001） 

「触法・被疑者の地域社会内訓練事業の実施」 

研究分担者：松村真美（社会福祉法人南高愛隣会 常務理事） 

 

要旨：触法・被疑者となった高齢・障がい者については、その特性に応じた再犯に対しての矯正・更生

教育等の予防策は不備な状況にあり、再犯防止の観点から、矯正施設に代わる更生教育の機能・制度の

必要性が指摘されてきた。本研究では、保護観察付執行猶予等を受けた知的障がい者の再犯防止や更生

自立のための地域生活支援を行うにあたり、「地域社会内訓練事業」をモデルとして実施し、活用でき

る仕組み作りを行うことを目的とする。 

 

A. 研究目的 

「ふつう」の場所で「ふつう」の暮らしをするた

めの支援を行なっている福祉関係者にとって、「ふつ

う」という言葉の意味によく悩まされることがある。 

「ふつう」の場所で「ふつう」の暮らしをするこ

とこそが人としての幸せだと信じている私たちにと

って、罪を犯した障がい者の支援に携わり、生活環

境を整え、障がいの特性に応じた援助を行い、彼ら

の居場所や仲間を見つけ、その人なりの仕事を見い

だして安定した生活に変わっていく様は何よりの喜

びなのである。しかし、中には自由奔放さを求め、

再びホームレス生活に戻り罪を犯した人もいる。 

 彼らの生きづらさの背景に多く共通して見えて

くるものは、守りとしての家庭教育力の劣悪さや義

務教育の中で障がい児としての学校教育を受けずに

成人したことによる、社会規範学習の欠落、不足が

ある。家庭や学校教育、地域社会の中で身につけて

いるはずの社会規範や社会生活上のルールに対する

意識が備わっていない人たちの価値観や生き方は私

たちが考える「ふつう」とはまるで異なっている事

を思い知らされる。 

 ホームレスの人にとっては、ホームレス生活が

「ふつう」の生活であり、私たちの考える「ふつう」

の生活ではないが、人それぞれの「ふつう」の生活

の在り方やＱＯＬの捉え方があり、幸せの形や生き

方は人それぞれであって良いと思う。 

 しかし、人の権利を侵害し、社会に迷惑をかけ、

犯罪者として刑事施設等で生活することを「ふつう」

にしてはならない。 

 近年、刑事施設を退所した後のセーフティネッ

トとしての福祉的支援が注目されているが、もっと

早い時期から支援することによって、福祉本来の役

割がより果たせるのではないかとの想いを改めて強

く抱く今日この頃である。 

 私たちは、今後とも様々な障がい者と向き合い、

共に寄り添いながらその人にとっての生き甲斐探し

や幸せな生き方を地域社会の中で模索していきたい。 

「触法・被疑者」となった高齢・障がい者につい

て、その特性に応じた再犯に対しての矯正・更生教

育等の予防策は不備な状況にある。実刑には至らな

いものの犯罪事実が認められる、いわゆる「反社会

的行動」は、福祉の現場においては日々直面してい

る問題であり、再犯防止の観点から、そのような更

生教育の機能・制度の必要性が指摘されてきた。 

援護を必要とする触法障がい者にとって、更生の

支援を得ることは、再犯防止の意味だけでなく、人

生の質（QOL）を高めることであり、福祉の役割が

発揮されなければならない。又、複雑で多様な問題

を抱える触法障がい者の支援は、法学・社会学・心

理学・教育学・社会福祉学等により多面的・重層的

に行われる必要があり、加えて行政面での支援と福

祉的支援体制の構築が求められる。 

本研究では、保護観察付執行猶予等を受けた知的

障がい者の再犯防止や更生自立のための地域生活支

援を行うにあたり、モデル事業を通して、刑事施設

等に代わり、福祉の立場から不起訴処分・起訴猶予

処分になった対象者への更生教育を行う「地域社会

内訓練事業」の仕組み作りを目指す。 

 

B. 研究方法 

本研究では図1の通り、研究分担者の下に3つの

ワーキングチームを設置し、以下の項目について研

究を実施する。 

 

○ 「地域社会内訓練事業」の実施による仕組み作り

と全国 4 か所での更生プログラム開発 

「地域社会内訓練事業」の流れは、図 2の通りで

ある。公判中に依頼があるモデル 1と、判決・処分

決定後に依頼があるモデル 2に分かれる。 

「地域社会内訓練事業」を実施するにあたり、人



松村グループ 2 

権擁護の観点から訓練の始まりから終わりにわたり

その必要性や期間、内容、効果等を検討するオンブ

ズマン的役割が必要である。具体的には、矯正施設

ではなく「地域社会内訓練事業」の必要性、妥当性

や期間の検討を行う「判定委員会」、「地域社会内訓練

事業」の効果（有効性）を検証する「検証委員会」を

設け各々のワーキングチームにより、機能・役割・

必要性等を検討し、仕組み作りを行う。 

「地域社会内訓練事業」における更生プログラム

内容の検討を行う「更生プログラム開発委員会」を設

置し、「犯罪」に対して特別な支援・教育を専門的に

実施しモデル的役割を果たす。 

全国 4か所（岩手県・栃木県・滋賀県・長崎県）

で対象者を受け入れ、「更生プログラム開発に関する

研究」を実施し、実践における課題点を分析すると

ともに、実効性のある更生プログラムを提起する。 

 

○ 福祉的支援体制の構築 

 

（倫理面への配慮） 

松村研究分担グループにおけるモデル的実践に係

る個人情報の管理については、その実践内容の特性

上、人権及び倫理面への配慮は、研究効果に支障の

ない範囲で、最大限考慮しなければならない。 

 したがって、各委員会での個人情報については、

以下のように取扱い事項（ガイドライン）を決め、

実践研究にあたる 

 

 

1． 対象者の個人情報は、各委員会に所属する委員

に限り閲覧可能とすること。 

2． 各ワーキングチーム（判定委員会、検証委員会、

更生プログラム開発委員会）の委員会にて提出

される個人情報の氏名については、個人が特定

できないことを原則として、A氏（Aさん）、B

氏（B さん）、C 氏（C さん）等の匿名を使用

すること。 

3． 提出された個人情報については、各委員会終了

後、その都度速やかに事務局にて回収すること。 

4． 対象者の個人情報は、むやみに複写をとらず、

目的の最小限の範囲内とし、各委員以外には閲

覧しないこと。 

5． 対象者の個人情報を関係委員へ提供する必要

が生じた場合は、電子メールや FAX での提供

は行わず、郵送もしくは直接、関係委員に手渡

しすること。 

6． 効果的な実践研究等の為、各委員会にて個人の

氏名を明記する必要が生じた場合は、その旨の

本人の同意書を別に得た上で行うこと。 

7． 研究分担者及び各委員会委員長は、個人情報の

取扱いについて、本取り決め事項を関係委員に

周知徹底を図ること。 

・ 「地域社会内訓練事業」の

妥当性の検討 
・ 更生プログラム開発への

助言 

・ 「地域社会内訓練事業」の実施

・ アセスメント 
・ 更生プログラム内容検討 
・ 訓練技法、技術養成 
・ モニターリング（検証） 

※ 全国４か所で受入れ実施 

・ 「地域社会内訓練事業」の期間

の検討と効果（有効性）の検証 
・ 更生プログラム開発への助言 
 

「更生プログラム開発委員会」

（ワーキングチームⅢ） 

研究代表者 

研究分担者 

研究協力者 

「検証委員会」 

（ワーキングチームⅡ） 

「判定委員会」 

（ワーキングチームⅠ） 

図 1 「地域社会内訓練事業」の実践研究
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モデルモデルモデルモデル１１１１（（（（公判中公判中公判中公判中にににに依頼依頼依頼依頼））））    モデルモデルモデルモデル２２２２（（（（判決判決判決判決・・・・処分決定後処分決定後処分決定後処分決定後にににに依頼依頼依頼依頼））））

図 2 「地域社会内訓練事業」の流れ イメージ図  平成 22年版 

（保護観察付 執行猶予） 

地域生活定着支援センター 

受け入れ福祉事業所 

（受け入れ検討） 

ワーキングチームⅠ 

「判定委員会」（随時） 
（受入れの諾否、期間の検討、 
更生プログラム開発への助言） 

→拘置所面談 

受け入れ依頼 受け入れ依頼 

→拘置所面談 

（情報提供） 

（鑑別所） 

（鑑別所） 

公判中に弁護士･刑事司法関係機関等からの支援依頼 

検 察 庁 

（起 訴） 

 

ワーキングチームⅡ 

「検証委員会」（4か月に 1回） 
（更生プログラムの効果検証、 
更生プログラム開発への助言） 

地域生活定着支援センター 

社 会 復 帰 

裁判所  判 決 

（保護観察付 執行猶予） 

地域生活定着支援センター 

ワーキングチームⅠ 

「判定委員会」（随時） 
（受入れの諾否、期間の検討、 
更生プログラム開発への助言） 

 

ワーキングチームⅡ 

「検証委員会」（4か月に 1回） 
（更生プログラムの効果検証、 
更生プログラム開発への助言） 

地域生活定着支援センター 

社 会 復 帰 

検 察 庁 

警   察 

（起 訴） 

受け入れ依頼 

→面談 

→面談 

家族・福祉事務所・弁護士等 

支援依頼 

判定委員会からの意見書提出 

裁 判 所 
家庭裁判所 処分の決定 

警   察 

受入れ福祉事業所 
（受け入れ検討）

（保護観察処分） 

（送 致） 

裁判所  判 決 家庭裁判所 処分の決定 

（保護観察処分） 

家庭裁判所 

（送 致） 

 

ワーキングチームⅢ 
「更生プログラム開発委員会」（随時） 
（アセスメント、更生プログラム内容検討、 
訓練技法、技術養成、モニタリング（検証）） 

 

ワーキングチームⅢ 

「更生プログラム開発委員会」（随時） 
（アセスメント、更生プログラム内容検討、 
訓練技法、技術養成、モニタリング（検証）） 
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C. 研究結果 

平成 22 年度の当研究グループはテーマに対し、

触法・被疑者となった障がい者に対して「地域社会

内訓練事業」の円滑な実施に向けモデル的実施を行

った。 

長崎県の「地域社会内訓練事業所」におけるモデ

ル的実践を中心に、人権擁護の観点から 3つの委員

会（「判定委員会」「更生プログラム開発委員会」「検

証委員会」）を立ち上げ、「地域社会内訓練事業」の

仕組み作りに取り組んだ。 

「判定委員会」「検証委員会」は長崎県で、「更生

プログラム開発委員会」は、全国 4 か所（岩手県、

栃木県、滋賀県、長崎県）で実施した。 

平成 22 年度の「地域社会内訓練事業」における

「判定委員会」「検証委員会」及び「更生プログラム

開発委員会」のモデル的実践状況は以下のとおりで

ある。 

 

1. 「判定委員会」について 

「判定委員会」は長崎県にて実施した。 

 

1.1 「判定委員会」の概要 

【目的】 

被疑者又は被告人（公判中）及び、保護観察付執

行猶予等を受けた障がい者の再犯防止や更生自立の

為の地域生活支援を行うにあたり、障がいの特性及

び犯罪の状況を考慮し、更生のための適正な福祉へ

の移行を行うため、専門的な委員会のあり方や組織

の構成・機能等を検討する。 

同時に、更生プログラム開発に向けて地域社会内

訓練事業（モデル事業）を実施しそのプログラムの

内容状況を把握、検証し福祉事業所による更生指導

のあり方を探る。 

 

【役割】 

・ 罪を犯した障がい者であって、その人の障がい

特性によっては、刑務所での矯正教育では改善 

ができなかった又は、改善が困難であろう人に

対して、刑務所（実刑）ではなく福祉での更生

支援（地域社会内訓練）へつなげていく為に、

実践を通して判定委員会のあり方、仕組みをモ

デル的に構築していく。 

・ 「判定委員会」に係る対象者の基準、機能、構

成員、所属（判定実務者）、必要性等についてモ

デル的な実践を通して検討していく。 

 

 

【構成】 

◎委員長   

弁護士会副会長 

○副委員長  

地域生活定着支援センター所長 

委員 

弁護士 

精神科医師 

保護観察所 

更生相談所 

地域社会内訓練事業所所長 

研究分担者 

 

※ 事案によっては担当弁護士も部分同席 

 

【判定委員会の流れ】 

「判定委員会」の支援においては、「被疑者段階」

と「被告人段階」に分かれる。つまり、「逮捕・勾留

中（留置所）」と「起訴・勾留中（拘置所）」からの

支援依頼の2通りである。 

「判定委員会」の支援の流れ、フローチャート、

判定スキームについては、図3～5にまとめた。 
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図3 「判定委員会」開催のフローチャート 平成22年



松村グループ 6 

図 4 「地域社会内訓練事業」への流れ イメージ図 
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『判定委員会までの重要事項』 

 

＜迅速性＞  

裁判の判決（審判）までに時間的余裕がない。特に「被告人段階（起訴・勾留中）」からの支援依頼に

ついては、時間的に「判定委員会」の招集、開催は困難な面が考えられる。 
したがって、「判定委員会」を機能させていくためには、迅速な委員会開催又はできるだけ「被疑者段

階（逮捕・勾留中）」からの弁護人任命と早めの地域生活定着支援センターへの支援依頼が必要である。 

 

＜個人情報＞ 

被疑者及び被告人段階の勾留中に提供される個人情報には量的限界があり、弁護士からの口頭での聞

き取りと面談（接見）時の直接本人からの聞き取り、そして理解が得られれば家族からの聞き取りの

みと判断される。したがって、「判定委員会」での判定材料として、勾留中からの「精神科医による診

断」等にも取り組んでいく。 

 

＜対象基準＞ 

「判定委員会」はある意味、進路指導的役割を持つ。もちろん最終的には「裁判」に委ねられるが、

対象者本人の更生、再犯防止を軸に考えると、「矯正施設」か「福祉事業所」か、それとも「更生保護

施設」か、という選択肢も考えられる。「すべて矯正施設へ」というのではなく、「更生プログラムが

ある福祉事業所が好ましい」という視点も重要であると考える。そうであれば、それぞれの対象者の

範囲、認定基準がが重要な意味を持つ。 
したがって、「判定委員会」のモデル的実践を通して対象者の基準についても議論を必要とする。 

 

＜保護観察＞  

これまで全く福祉と関わりがなかった被疑者等の中には、福祉サービス契約に馴染まない障がい者が

いると思われる。受け入れ福祉事業所（地域社会内訓練事業所）での更生支援が円滑に実行されるた

めには、自己抑制等を促す公権力行使の範囲であることが効果的であると考える。 
したがって、福祉による地域社会内訓練対象者には、保護観察が付されることを「判定委員会」とし

て訴えていく。 

 

＜注釈説明＞  

※１…弁護人の立会いにより一定時間以上の面談（接見）が可能となり、最初の「アセスメント（本人からの聞き取

り・意向確認）」となる。 
 
※２…※１同様に可能。受け入れ福祉事業所同伴により、初期状態の把握（アセスメント）にもつとめる。 
 
※３…公判中、弁護人等から直接受け入れ福祉事業所に支援依頼があっても、地域生活定着支援センター経由での受

け入れを原則とする。中立・公平な相談機関として本人に関わっていく。 
 
※４…弁護人の立会いがあれば外部精神科医の面談（接見）及び診断が可能。この段階で円滑に福祉につなげるため

の療育手帳等の判定を実施する。（精神科医・知的障害者更生相談所）ただし、留意することとして、この診断

等は裁判に使用するものではなく、あくまで福祉支援の調整（手立て）の範囲の中で実施できるものである。 
 
※５…診断等の結果を判定委員会に報告し、判定の材料とする。ただし、書面での提出が目的外使用で無理な場合は、

口頭報告を依頼する。（精神科医・知的障害者更生相談所等） 
 
※６…「判定委員会」の協議結果を意見書としてまとめ、それに地域生活定着支援センター及び受け入れ福祉事業所

の「確約書」等を添付し、委員長精査、承認後、裁判所又は弁護人(国選、私選)に提出する。必要であれば、受
け入れ福祉事業所が公判時の情状証人として出廷し、受け入れを確約する。 
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図 5 判定委員会 判定スキーム 
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1.2 ᐔ成 22 ᐕᐲの「判定委員会」の⁁沦について 

1.2.1 「判定委員会」の開⁁沦 

平成 22年度は「判定委員会」を 7回開催した。

実施状況等については表 1の通りである。 

 

1.2.2 ኻ⽎者について 

平成 22年度に「判定委員会」に係った対象者は 4

名である。対象者の詳細及びその経過については表

1の通りである。 

１名が公判途中で本人が無罪主張、１名が第一審

実刑（懲役６月）で控訴審により懲役 10 月執行猶

予４年保護観察付、1名が執行猶予 3年（懲役 1年

2月）、そして１名が「地域社会内訓練事業」の対象

とせず（対象外）の状況である。この中で「判定委

員会」からの意見書を提出した対象者が 2名であっ

た。B氏において提出した書類については参考資料

1～8にまとめた。 

また、「判定委員会」の候補者としてあげられたが、

検討の結果「判定委員会」で諮れていない対象者が

4 名いる。対象者の詳細及びその経緯については表

2の通りである。 

 

表 1 平成 22年度判定委員会に係る対象者の「経過報告」（平成 23年 4月 15日現在） 

 

 

経 過 等 意見書 

確約書 
(地域社会
内 訓 練 事
業所) 

確約書 
(地域生活
定着支援
センター) 

䌁᳁ 
50代:男性 

知的障がいの疑い 

 
障害者手帳：未 

 
罪名： 

強制わいせつ未遂 

○ 留置場勾留中に、市障害福祉課より相談あり 

○ 「第 1回判定委員会」対象者 

○ 拘置所勾留中に、精神科診療所及び地域生活定着支援

センター関与により「療育手帳」「障害程度区分」を

取得 

○ ೋ判（ᐔ成 22 ᐕ 㪐 ） 

争点：無罪 

○ 無罪を主張しているため、現在審理中 

○ 平成 23 年 4 月の公判において、3 人目の国選弁護人
が釈放後の受け入れに関する「確約書」を提出。但し、

その記載内容は、無罪を主張していることから受け入

れ先を「地域社会内訓練事業所」とは限定せず、「社

会福祉法人南高愛隣会が運営する福祉事業所で受け

入れる」と記載 

不提出 

提 出 

 
但し、受入

先 を 地 域

社 会 内 訓

練 事 業 所

と は 限 定

せず 

不提出 

 
担 当 弁 護

士 へ は 提

出したが、

裁 判 官 へ

は 提 出 せ

ず 

䌂᳁ 
30代：男性 

発達障がいの疑い 

 
障害者手帳：未 

 
罪名：窃盗 
  
※ 執行猶予中の

再犯 
※ 在宅起訴 
 

○ 起訴後に国選弁護人より相談あり 

○ 「第２回判定委員会」対象者 

○ 発達障害が疑われた為、第一審判決までに診断を行い

「広汎性発達障害「特定不能」の診断書を裁判官へ提

出。 

○ ╙৻ክ（ᐔ成 22 ᐕ 㪐 ） 

結審していたが、弁護再開となったものの実刑判決が

下る。 

情状証人： 地域生活定着支援センター 

判決（平成 22年 10月）：実刑（懲役 6月） 

不提出 不提出 
提出 

不同意 
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 ＜以下、一審後に行った支援＞ 
○ 任意保護で更生保護施設へ入所。 

○ 地域社会内訓練事業所の更生プログラム利用開始 
・ 犯罪被害等に関する本を読んでの感想 
・ ボランティア（地域清掃） 

○ 以下の福祉的手立てを行う。 
・ 精神科受診（診断名確定） 
・ 生活保護受給 
・ 福祉事業所（就労継続支援事業 A型）利用 
・ 発達障害者支援センター利用開始 
・ 障害福祉サービス受給者証取得 

○ ប⸷ክ（ᐔ成 23 ᐕ 2 ） 

情状証人： ①地域社会内訓練事業所（社会福祉士） 

 ②更生保護施設（補導主任） 

 判決（平成 23年 3月）： 

懲役 10月、執行猶予 4年保護観察付 
  
 主な判決理由： 

① 事件が軽微である 
② 「広汎性発達障害 特定不能のもの」がある 
③ 生活環境が不備であった。 
④ 被害者品が還付され、被害感情もない 
⑤ 本人に更生の意欲がある 
⑥ 確かな身元引受人がいる（地域社会内訓練事業

所） 
⑦ 現に更生保護施設に入所し、社会福祉士が作成

した更生プログラムを順調にこなしている。 

○ 更生保護施設から「地域社会内訓練事業所」へ移行 

提出 

不同意 

不提出 

担 当 弁 護

士 へ は 提

出したが、

裁 判 官 へ

は 提 出 せ

ず。 

 

䌃᳁ 
30代:男性 
精神疾患あり 

 
障害者手帳：未 

 
罪名： 

道路交通法違反等 

○ 起訴後に国選弁護人より相談あり 

○ 「第２回判定委員会」対象者 

○ ೋ判・結ክ （ᐔ成 22 ᐕ 1㪇 ） 

判定委員会において意見書」発行。「意見書」「確約書

（地域社会内訓練事業所）」「確約書（地域生活定着支

援センター）」がすべて証拠採用される。 

情状証人：地域社会内訓練事業所 

判決（平成 22年 10月）： 

懲役 1年 2月 執行猶予 3年 

○ 判決翌日医療的アセスメントを実施するため、精神

科病院へ「任意入院」。 

○ 任意入院期間中に「福祉サービス利用（地域社会内訓

練等）」拒否 

医師・ＰＳＷ・母親・福祉関係者（地域社会内訓練事

業所・長崎定着等）による再三の説得にも応じないよ

うになる。 

○ 強制退院。強制退院後も自宅訪問による説得（「地域

社会内訓練事業所の利用は司法との約束」）や本人に

よる「地域社会内訓練事業所」の見学等を実施するが、

「施設には行かない」との主張変わらず。 
 

本人の主訴 

・ 福祉の支援は受けたくない。 
・ 直ぐに働きたいし、知人からも仕事の紹介があっ

ている。 
・ 自分は障がい者じゃないので、障がい者と一緒に

暮らせない。 
・ 好きな女性もいるし、携帯電話も自由に使いた

い。 
・ 年明けから「営業の仕事」が決まった。 

提出  
証拠採用 

提出  
証拠採用 

提出  
証拠採用 
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○ 平成 22年 12月末に、本人と母親と面談し、本人の意

向とこれまでの経緯を踏まえ、C氏に対する支援を終
了する。 

䌄᳁ 
30代:男性 
精神疾患あり 

 
障害者手帳：未 
 
罪名：窃盗 

○ 留置場勾留中に「国選弁護人」より相談あり。 

○ 「「「「第第第第２２２２回判定委員会回判定委員会回判定委員会回判定委員会」」」」対象者対象者対象者対象者    

○ 抑うつ傾向ではあったが精神障がいとしての可能性

は薄く、本人自身も福祉サービスを望んでおらず、ま

た、医療による薬物依存の治療が優先されたことか

ら、「「「「支援非該当支援非該当支援非該当支援非該当」」」」とする。 

非該当非該当非該当非該当     非該当非該当非該当非該当    非該当非該当非該当非該当     
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 2 「判定委員会」で諮られていない対象者の「経過報告」（平成 23年 4月 15日現在） 

 
 

経経経経    過過過過    等等等等    意見書意見書意見書意見書    

確約書確約書確約書確約書    
（（（（地域社会地域社会地域社会地域社会
内訓練事業内訓練事業内訓練事業内訓練事業
所所所所））））    

確約書確約書確約書確約書    
（（（（地域生地域生地域生地域生
活活活活定着定着定着定着支支支支
援援援援センタセンタセンタセンタ
ーーーー）））） 

X 氏 
40代:女性 
精神疾患あり 

 
障害者手帳：未 
 
罪名：窃盗 

○ 起訴後に国選弁護人より相談あり 
○ 担当弁護士担当弁護士担当弁護士担当弁護士よりよりよりより「「「「福祉支援福祉支援福祉支援福祉支援はははは必要必要必要必要ないのでないのでないのでないので断断断断ってほしってほしってほしってほし

いといといといと本人本人本人本人がががが言言言言っているっているっているっている」」」」とととと福祉支援依頼福祉支援依頼福祉支援依頼福祉支援依頼をををを白紙白紙白紙白紙にしたにしたにしたにした

いいいい旨旨旨旨のののの連絡連絡連絡連絡ありありありあり。。。。 

○ 上記内容より支援終了支援終了支援終了支援終了とする。 

 
 
 
 

     

Y 氏 
50代：男性 

 
障害者手帳：未 
 
罪名：器物破損、

住居侵入未遂 

○ 起訴後に国選弁護人より相談あり 
○ 障障障障がいがいがいがいのののの可能性可能性可能性可能性がががが極極極極めてめてめてめて薄薄薄薄くくくく、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者でもないためでもないためでもないためでもないため（（（（一一一一

般者般者般者般者）、）、）、）、支援非該当支援非該当支援非該当支援非該当とするとするとするとする。。。。 
      

   

Z 氏 
40代：男性 
知的障がい者 

 
障害者手帳：有 
 
罪名：窃盗、傷害 

※ 執行猶予中

の再犯 

○ 起訴後に区障害福祉課より定着へ相談あり 

○ ╙৻ክ・結ክ（ᐔ成 22 ᐕ 1㪇 ） 

既に結審していたが「確約書（地域社会内訓練事業所）」

「確約書（地域生活定着支援センター）」を担当弁護士

へ提出。 
 

判決：実刑判決 
 
○ ប⸷ክ（ᐔ成 23 ᐕ 2 ） 

国選弁護人が第一審で提出した「確約書」が現時点で

も有効である旨の「証明書」を発行。 
 

判決：実刑（懲役 1年 7月） 

主な判決理由： 
① 知的障がいは認められるが軽度であり責任能力

はある。 
② 犯行に常習性がある。 
③ 本人を支える福祉支援があることは分かるが、罪

は罪として一度償うべきである。 
※ 被害者との示談が未成立であった。 

 

 提 出 提 出 

W 氏 
20代:男性 
知的障がい者 
精神障がい者 

 
障害者手帳：有 
 

○ 留置場勾留中に障害者相談支援事業所より相談あり。 
○ 本人本人本人本人はははは福祉支援福祉支援福祉支援福祉支援（（（（地域社会内訓練地域社会内訓練地域社会内訓練地域社会内訓練のののの利用利用利用利用））））をををを一貫一貫一貫一貫してしてしてして

拒否拒否拒否拒否。。。。 

○ 現在、拘置所にて勾留中勾留中勾留中勾留中 
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1.3 成果について 

平成 22 年の 「判定委員会」においてあげられ

た成果は以下の通りである。 
 
・ 拘置所勾留中に、拘置所外部の精神科医が診察

（診断）に赴き、また県（知的障害者更生相談

所）の判定員も心理判定に赴いたことで、それ

らの結果が反映され、拘置所勾留中に「療育手

帳」取得につながった。（B氏） 

・ 拘置所勾留中に、拘置所外部の精神科医が診察

に赴き、また市町村障害福祉課の調査員も認定

調査に赴いたことで、それらの結果が反映され、

拘置所勾留中に「障害程度区分（介護給付）」の

支給決定につながった。（A氏） 

・ 既に結審していた公判であったが、精神科医に

よる診断書を提出することで弁論再開につなが

った。（Ｂ氏） 

・ Ｃ氏の公判において初めて、「判定委員会」によ

る「意見書」、地域社会内訓練事業所による「確

約書」、地域生活定着支援センターによる「確約

書」がすべて証拠採用となった。（C氏） 

・ 執行猶予中に窃盗事件を惹起（在宅起訴）し、

第一審で実刑判決が下っていたＢ氏が、第一審

後から控訴審に至るまで「地域社会内訓練事業

所」による更生プログラムを利用し、その更生

に向けた取り組みや広汎性発達障害（特定不能

のもの）等が控訴審において認められ、逆転の

「保護観察付執行猶予判決」が下った。（C氏） 
 
【主な判決理由】 

・ 事件が軽微である。 

・ 「広汎性発達障害 特定不能のもの」がある。 

・ 生活環境が不良であった。 

・ 被害品が還付され、被害感情もない。 

・ 本人に更生の意欲がある。 

・ 確かな身元引受人（地域社会内訓練事業所）が

いる。 

・ 現に更生保護施設に入所し、社会福祉士が作成

した更生プログラムを順調にこなしている。 
 
2. 「更生プログラム開発委員会」について 

長崎県の社会福祉法人南高愛隣会での「地域社会

内訓練事業所」を中心に、全国4か所（岩手県、栃

木県、滋賀県、長崎県）で対象者を受け入れ、「更生

プログラム開発に関する研究」を実施した。 

 

2.1 「更生プログラム開発委員会」の概要 

【目的】 

保護観察付の執行猶予判決等を受けた障がい者を

対象に、再犯防止や更生自立の為に地域社会内訓練

（モデル事業）を、福祉事業所で福祉サービスを利

用し実施するにあたり、社会福祉法人南高愛隣会で

のモデル事業対象者 10 名及び他県の先駆的な実践

を通して、有効な更生プログラムの開発研究を行う。 

更生プログラム開発に際しては、福祉、医療、法務、

警察、教育等の関連機関と連携しプログラム内容の

みならず、有効な教材や地域資源等の活用について

も検討する。 

 

【構成】 

◎委員長    

学識経験者（教育・福祉・心理部門） 

○副委員長   

地域社会内訓練事業所所長（社会福祉法人 

南高愛隣会） 

委員  

学識経験者（医学博士） 

学識経験者（精神障がい者） 

発達障がい者支援センター 

更生保護施設所長 

作業療法士 

研究協力者（協力委員） 

滋賀県地域生活定着支援センター 

栃木県 社会福祉法人紫野の会 

とちぎ地域生活定着支援センター 

岩手県地域生活定着支援センター 

研究分担者 
 

2.2 ᐔ成22ᐕの「更生プログラム開発委員会」の⁁沦

について 

2.2.1 ኻ⽎者について 

平成 23年 5月現在、長崎県 7名、滋賀県 3名、

岩手県 1名、栃木県 2名計 13名を対象として、福

祉的更生改善支援（訓練）を目的とする「地域社会

内訓練」の更生プログラムの開発に取り組んでいる。 

対象者は表3の通りである。 

男性 11名、女性 2名である。障がい種別は、知

的障がい（10名）発達障がい（2名）知的障がい・

発達障がい（1 名）であり、知的障がい者を中心と

した更生プログラム開発と言える。また、犯罪名は

重複もあるが、窃盗6名、性的問題行動4名、その

他5名（放火、暴行、公務執行妨害、詐欺）となっ

ており、知的障がいのある方が犯しやすい傾向にあ

る窃盗、性的問題行動に焦点をあてた更生プログラ

ムが例示できると考えている。 
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表3 更生プログラム開発研究対象者一覧 
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2.2.2 㐳ፒ⋵での実〣 

2.2.2.1 「地域社会内訓練事業所」の概要 

長崎県では社会福祉法人 南高愛隣会の福祉事業

所の「トレーニングセンターあいりん（自立訓練（生

活訓練））」（定員20名）（以下「あいりん」）と「グ

ループホーム・ケアホーム群さつき（共同生活援助、

共同生活介護）」（定員 24 名）（以下「さつき」）を

「地域社会内訓練事業所」として、モデル的実施を

行った。 

「あいりん」「さつき」では、一体となり24時間

体制での訓練を実施している。「あいりん」は、犯罪

や反社会的な問題行動を起こした人の更生改善のた

めの訓練に特化した自立訓練事業所であり、「さつ

き」も、同様に生活訓練を目的とした有期限のトレ

ーニングホームの役割を担っている。 

「地域社会内訓練事業所」での受け入れから更生プ

ログラム終了までの流れは図6の通りである。 

 

2.2.2.2 ၮᧄᜰ㊎ 

更生プログラム開発においては基本指針として、

次の点に留意して実施することとする。 

 

・ 支援者の利用者間は「対等な人」としての人間

観を基本に据える 

・ 意図的、計画的な働きかけによる反応・言動を

手がかりとし、ラポール形成の努力を行うと共

に具体的手立てとしてのプログラム作りへと繋

げていく。 

・ 肯定受容を基本としてストレングス手法で向き

合うことにより、問題を抱える弱い部分（生き

にくさ）を強い部分（良い心）へと変容させる 

・ あくまで、本人の幸せ・夢・希望の実現に向け

ての支援が基本であり、更生改善、再犯防止は

結果である。 

・ アセスメントを重視し、多面的に詳細に実施す

る。 

 

2.2.2.3 䉝䉶䉴䊜䊮䊃 

更生プログラム立案には、まずアセスメント（環

境調査、ニーズ調査、課題分析）が極めて重要にな

る。犯罪の背景を探ると、特に家庭環境、生育歴に

大きな問題性を持つ人が多いのが特徴である。また、

更生プログラムの効果測定には、客観点な指標が必

要であり、各種心理検査（評価尺度）は、課題分析

のみならず定期的に実施することにより効果測定の

指標としても有効なことから、７種類の評価尺度を

活用している。 

「地域社会内訓練事業」においては、以下の側面

から、アセスメントを実施している。 

 

○ 環境調査  

㵶 生活歴、成育歴、犯罪歴、家族環境 

㵶 情報収集先 

（地域生活定着支援センターを中心として各

関係機関より収集、本人・家族との面談、家庭

訪問） 

 

○ 医学的所見 

㵶 精神科へ受診（必要に応じて通院、投薬） 

㵶 健康診断 

 

○ 各種チェックリスト（心理検査等） 

㵶 適応行動尺度（ABS） 

㵶 支援尺度（SIS） 

㵶 S-M社会生活能力検査 

㵶 PARS 

㵶 新版TEGⅡ 東大式エゴグラム Ver.Ⅱ 

㵶 バウムテスト（The Tree Test） 

㵶 ロールシャッハテスト 

㵶 精研式文章完成法テスト（SCT） 

 

○ 生活、行動場面での観察 

㵶 基本的生活能力（ADL、IADL） 

㵶 職業能力、体力 

 

○ 本人のニーズ調査 

㵶 面談、アンケート（記述式） 

 

○ 家族へのニーズ調査 

㵶 家庭訪問、面談、アンケート 

 

○ 課題分析 

㵶 各関係機関を含めた個別支援会議にて検討 

 

2.2.2.4 㐳ፒ⋵に䈍䈔る実❣ 

長崎県においては「更生開発プログラム」の対象

者は7名であった。その内、公判中に依頼を受けた

モデル1の対象者は1名、判決・処分後に依頼を受

けたモデル2の対象者は6名であった。 

尚、「判定委員会」を経ての受け入れは、モデル1

の1名である。 

各対象者の詳細は表4の通りである。 
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図 6 「地域社会内訓練事業」の流れ 

 

「地域社会内訓練事業」における受入れ～更生プログラム終了までの流れは以下の通りである。 

 

○「判定委員会」の実施（ワーキングチームⅠ）（随時） 

受入れの諾否、期間の検討、更生プログラム開発への助言 

 

○受入れ（自立訓練（生活訓練）契約） 

    ↓ 

○初期状態把握調査  アセスメント （地域社会内訓練事業所） 

     成育歴の詳細調査、家庭訪問 

各種心理検査（犯罪の背景となる心理的要因の分析） 

  健康診断、精神科受診（医療的側面） 

     生活力、職業能力、体力の把握 

     面接、信頼関係作り（本人のニーズを探す） 

     （課題分析） 

    ↓ 

○更生プログラム案 作成（地域社会内訓練事業所） 

 （例） 

  ・導入訓練 

     ・基本訓練（基本動作、体力訓練、動物飼育作業 等） 

     ・犯罪別学習（性教育、犯罪防止についての学習、等） 

     ・障がい特性に応じた療育（SST、カウンセリング、乗馬、園芸、等） 

     ・情操教育（美術、音楽、等）  

     ・生活支援（家族的な生活、行事・レクリエーション） 

     ・その他 

    ↓ 

○更生プログラムの検討・決定（更生プログラム開発委員会の開催） 

  「検証委員会（委員長）」と共に検討（同意） 

 ↓ 

○更生プログラム実施 

     ・福祉事業  自立訓練（生活訓練） 

     ・福祉事業  グループホーム・ケアホーム（共同生活援助・共同生活介護） 

    ↓ 

○更生プログラム開発委員会内 モニタリング（委員会の開催）（3か月毎） 

     更生プログラム評価と内部検証、修正 → 再実施 

 ↓ 

○検証委員会の実施、拡大モニタリング（ワーキングチームⅡ）（6か月毎 訓練終了前） 

     更生プログラムの効果検証、更生プログラム開発委員会への助言 

      

                                

○＜終了＞    ＜検証＞ 

終了前訓練実施後 更生プログラム終了  

    更生プログラムの最終検証、事例まとめ（委員会開催） 

    ↓ 

    社会復帰 

更生プログラムの修正・再検討

（更生プログラム開発委員会 

の開催）
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 4 「地域社会内訓練事業所」（㐳ፒ⋵）に䈍䈔る更生プログラムኻ⽎者⚦ 

 

 長崎 7Ｕ氏（「判定委員会」対象者Ｂ氏） 

受け入れ形態 モデル 1（公判中から関与） 

性別 男 

受入れ時の年齢 30代 

障がい種別 広汎性発達障がい 

手帳の有無 無 

障害程度区分 申請中 

罪名 窃盗 

判定委員会開催の有無 

（公判中からの関与） 
有 

判決 

地裁判決  懲役 6月 

高裁判決  懲役 10月 

 保護観察付執行猶予 4年 

保護観察の有無 有 

現在利用中の福祉事業所名 
日中：あいりん（自立訓練（生活訓練） 

生活：さつき（共同生活援助・共同生活介護） 

福祉サービス受給量 
自立訓練（生活訓練）：27日／月 

共同生活援助：31日／月 

その他の制度活用 さつきへ委託保護 

所得保障 生活保護 

支援プログラムの特徴 

 

・ 司法と福祉の連携による協働で行う更生支援 

・ 食べ物に不自由なく安心して暮らせる環境を整える 

・ 発達障がいの特性に応じた罪への反省と償い、再出発に向けた支援 
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 長崎 1Ｈ氏 長崎 2Ｍ氏 長崎 3Ｋ氏 

受け入れ形態 
モデル 2（判決・処分決定後

から関与） 

モデル 2（判決・処分決定後

から関与） 

モデル 2（判決・処分決定後

から関与） 

性別 男 男 男 

受入れ時 

の年齢 
10代 30代 20代 

障がい種別 知的障がい 知的障がい 

広汎性発達障害 

ADHD（不注意優勢型）の

傾向 

手帳の有無 療育手帳  B１ 療育手帳  B 
精神障害者保健福祉手帳 2

級 

障害程度区分 区分 ２ 区分 ２ 区分 ２ 

罪名 建造物侵入 窃盗 放火 強制わいせつ未遂 

判定委員会開

催の有無（公

判中からの関

与） 

無 無 無 

判決 保護観察 
懲役 3年 

保護観察付執行猶予 4年 
執行猶予 4年 

保護観察の 

有無 
有 有 無 

現在利用中の  

福祉事業所名 

日中：あいりん（自立訓練（生

活訓練） 

生活：さつき（共同生活援

助・共同生活介護） 

日中：あいりん（自立訓練（生

活訓練） 

生活：さつき（共同生活援

助・共同生活介護） 

日中：あいりん（自立訓練（生

活訓練） 

生活：さつき（共同生活援

助・共同生活介護） 

福祉サービス

受給量 

自立訓練（生活訓練）：27日

／月 

共同生活援助：31日／月 

自立訓練（生活訓練）：27日

／月 

共同生活介護：31日／月 

自立訓練（生活訓練）：27日

／月 

共同生活介護：31日／月 

その他の制度

活用 
さつきへ委託保護 無 無 

所得保障 障害基礎年金申請 
障害基礎年金 2級 

（66,008円／月） 

障害基礎年金 2級 

（66,008円／月） 

 

・ 信頼関係づくり 

・ アニマルセラピーによ

る心を育む 

・ 保護観察の有効性 

・ 理解力を補う工夫 

・ 比較的早い段階で、「地

域社会内訓練事業所」で

の訓練を終了し執行猶

予期間を残して福祉サ

ービスへ移行を試みる 

・ 保護観察の有効性 

・ 医療・福祉を中心とし

て、様々な福祉事業所・

関連機関が連携し支援

する、福祉サービスのト

ータルパッケージ、ネッ

トワークで支援する。 
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 長崎 4Ｙ氏 長崎 5Ｏ氏 長崎 6Ｎ氏 

受け入れ形

態 

モデル 2（判決・処分決定後

から関与） 

モデル 2（判決・処分決定後
から関与） 

モデル 2（判決・処分決定後
から関与） 

性別 女 女 男 

受入れ時の

年齢 
10代 40代 20代 

障がい種別 知的障がい 知的障がい（ADHD疑い） 
知的障がい 
広汎性発達障害 

手帳の有無 療育手帳 B2 療育手帳 B 療育手帳 B 

障害程度区

分 
区分 ２ 区分 3 区分 ５ 

罪名 
家宅侵入 

窃盗 
暴行罪 

① 窃盗 
② 建造物侵入・窃盗未遂 
③ 特殊開錠用具の禁止等に

関する法律違反 

判定委員会

開催の有無

（公判中か

らの関与） 

無 無 無 

判決 
保護観察 

（～平成 27年） 

懲役 6月 
執行猶予 3年 

① 実刑 1年 執行猶予 2年 
② 実刑1年､猶予残1年で実
刑 2年 

③ 実刑 8月 

保護観察の

有無 
有 無 無 

現在利用中

の  福祉

事業所名 

日中：あいりん（自立訓練

（生活訓練） 

生活：さつき（共同生活援

助・共同生活介護） 

日中：あいりん（自立訓練（生

活訓練） 

生活：更生保護施設 

日中：あいりん（自立訓練（生

活訓練） 

生活：さつき（共同生活援助・

共同生活介護） 

福祉サービ

ス受給量 

自立訓練（生活訓練）：27

日／月 

共同生活介護：31日／月 

自立訓練（生活訓練）：28 日
／月 

自立訓練（生活訓練）：31 日
／月 
共同生活介護：31日／月 

その他の制

度活用 
さつきへ委託保護 

更生保護施設（同法人内）へ 

委託保護 
無 

所得保障 
特別児童扶養手当 

（１級 50,750円/月） 
生活保護（医療扶助） 

障害基礎年金 2級 
（66,008円／月） 

支援プログ

ラムの特徴 

・ 特別支援学校（高等部）

への進学を目標とした

が、問題行動の改善、基

本的生活能力の向上訓

練を優先する計画に変

更 

・ 時間をかけて全人間的

な成長を目標とする 

・ 具体的な移行先に向けて

の訓練 
・ 対人トラブルの軽減を図

り、集団での生活を可能

にする 
・ 良い対人関係を築く為の

基本的生活スキルを学ぶ 

・ 長崎県にまず帰ってくる

為の支援 
・ 訓練を全面に出すのでは

なく、生活介護のメニュ

ーを活用し、楽しく安定

した生活を目標とする 
・ 無断外出を想定した心構

え 
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2.2.3 ṑ⾐⋵での実〣 

滋賀県においては、３事例共相談支援専門員による

個別支援計画がたてられ、いずれも在宅生活をベース

に実施され始めた段階にある。プログラム内容や実施

方法・効果・課題等についても追ってまとめていく。 

 

2.2.4 ጤᚻ⋵での実〣 

岩手県においては１事例を対象に、地域生活定着支

援センターと相談支援専門員によるアセスメント段階

にある。受け入れ福祉事業所等での個別支援計画と支

援の実施は今後取り組んでいく。 

 

2.2.㪌 ᩔᧁ⋵での実〣 

栃木県においては、2 事例を挙げて支援の根幹を成

す福祉の捉え方・姿勢・役割について問題を提起して

いる。一人ひとりの「生きにくさ」の理解と状況に応

じた丁寧な個別の支援を行うことにより、選ばれる福

祉となるべく「枠」からはずれた人を排除せず、「枠」

を大きくして支援する勇気と覚悟を必要としている。

又、再犯を防止することが目的ではなく、人との関係

性を育て、その人の人生を豊かに支援することが福祉

の役割とし、方向性・理念を提起した。 

 

3. 「検証委員会」について 

「検証委員会」は長崎県にて実施した。 

 

3.1 「検証委員会」の概要 

【目的】 

保護観察付執行猶予等を受けた障がい者の再犯防止

や更生自立の為の地域生活支援を行うにあたり、地域

社会内訓練事業（モデル事業）を実施すると同時に、

「検証委員会」においては、「判定委員会」より示され

た福祉事業所での更生指導期間内での更生プログラム

の効果（有効性）測定及び評価を行い、その障がいの

特性にあった専門的支援を検証する。結果、対象者が

社会適応能力向上により社会復帰可能な状態にあるか

どうかを判定する。また、判定に係る判定方法・基準、

機能等についても検討する。 

 

【役割】 

・ 更生プログラムの実施における効果（有効性）測

定及び評価検証と判定 

・ 更生プログラムの内容、開発に関する助言 

・ プログラム終了後の社会復帰に向けての環境調整

等の助言 

・ 「検証委員会」に係る判定方法・判定基準・機能・

構成員・所属（検証実務者）・必要性等についてモ

デル的実践を通して検討していく 

 

【構成】 

◎委員長 

学識経験者（教育・福祉・心理部門） 

○副委員長 

福祉の専門家 

委員 

保護司会 

保護観察所 

教育庁特別支援教育室 

地域生活定着支援センター所長 

 

※ 地域社会内訓練事業所所長 

 

【検証委員会の流れ】 

判決から更生プログラム実施、「検証委員会」の流れ

と、「検証委員会」の支援の流れについては、図 7～8

にまとめた。 

 

3.2 「検証委員会」の⁁沦 

平成22年度「検証委員会」は平成23年3月5日に

1回開催した。 

平成 22 年度は、地域社会内訓練事業所での訓練対

象者は7名であり、先ずは更生プログラム開発委員会

と合同でプログラム作成の基礎となるアセスメントの

内容や方法等について検討を行うとともに、更生プロ

グラム作成プロセスへの参加・協力・助言を行った。 

また、中間評価においては、主に「判定委員会」を経

て、「地域社会内訓練事業所」を利用している長崎 7

Ｕ氏（「判定委員会」対象者Ｂ氏）と、「地域社会内訓

練事業所」を利用している長崎 2Ｍ氏を対象に、改善

状況の確認や各種心理検査の結果を参考に支援のポイ

ントや更生プログラムの修正・助言を行い、社会復帰

に向けての支援がより効果的に実施されるよう関与し

た。 
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図7 判決～更生プログラム実施～検証委員会の流れと役割 
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図 8 更生プログラム実施に関わる検証委員会の役割 

 

 

 

更生更生更生更生プログラムプログラムプログラムプログラム開発委員会開発委員会開発委員会開発委員会    

「地域社会内訓練事業所」 

・受け入れ 

・アセスメント 

・初期状態把握調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・更生プログラム案作成 

・更生プログラム検討・決定 

・更生プログラム実施 

・更生プログラム モニタリング 

評価・検証・修正 

「更生プログラム開発委員会」開催 

 

・更生プログラム実施 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・更生プログラム終了 

※更生プログラム開発委員会開催 

・更生プログラム検証 

・事例まとめ 

「「「「検証委員会検証委員会検証委員会検証委員会」」」」    

 

 

 

 

・状況の把握 

・初期面接 

 

・医学診断 

・心理検査 

 

 

 
 
 

 

 

・協力・助言 

・検討・同意 

 
 
・状況の把握 

 

 

 

 

・検証委員会開催（中間評価） 

  改善状況の確認 

 プログラム効果の評価・検証 

 
 

・終了時面接・心理検査の確認 

・検証委員会開催 
プログラム効果の評価・検証・ 
終了判定 

  

・意見書作成 

※ 社会復帰における支援ポイントのまとめ 

※ 「意見書」を地域生活定着支援センターへ申し

送り 

（6か月毎） 

※ 更生プログラム

作成段階から関

わることでプロ

グラム効果測定

や評価がスムー

ズに実施できる

ようにする（プ

ログラム批判に

ならないための

しくみ） 
 

・医学診断 
・各種心理検査 
  ・ＡＢＳ 
  ・Ｓ－Ｍ 
  ・ＬＡＳＭＩ 
  ・ＰＡＲＳ 
   
  ・バウムテスト 
  ・エゴグラム 
  ・ロールシャッハ 
  ・ＳＣＴ 

・行動記録 
・日記 
・写真・ビデオ等 
・各種心理検査 
・プログラム実施状況 

・行動記録 
・日記 
・写真・ビデオ等 
・各種心理検査 
・プログラム実施状況 

（報告） 

（報告）

結果の把握 
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㪛. ⠨察 

1. 「判定委員会」か䉌䉌かに䈭䈦䈢⺖㗴ὐについて 

1.1 「判定委員会」の䈅り方䇮⺖㗴ὐ╬について 

・ 今後、判定員会及び地域社会内訓練事業に対する

理解を求めていく上でも、対象者を知的障がい者

や発達障がい者に限定しての実績作りが必要不可

欠である。（対象者の範囲の問題） 

・ （Ｃ氏のように、単に躁うつ病だけの対象者は、

本研究の対象としてむかないのではないか） 

・ 軽微な犯罪の場合は特に、「初公判・即日結審」と

なる場合が多いため、担当弁護士等より「起訴訴

後に相談を受け付けて支援を開始する流れ（本人

面談→アセスメント→判定委員会の開催等）」では、

時間的猶予がない。 

・ そのため、被疑者段階（留置所）の早い時点で、

担当弁護士が障がいに気付く仕組み作り（例：「障

害の疑いを気付くための簡易スケール」等）が必

要である。「判定委員会」では「障害の疑いを確認

するための簡易スケール」（参考資料-8）を試作し

た。 

・ 発達障がいのような「障がい」が特に見え難い対

象者（知的能力は高いけれども、不適応を起こし

やすい等）の「障がい」を、被告人段階で立証し

ていくための時間的困難性（通常、複数回の診察

等が必要）。 

 

1.2 㓚䈏い者にଥる刑事⸷⸩法の⺖㗴ὐ╬について

（今࿁のขり組み䉕ฃ䈔て） 

・ 今後、「判定定員会」及び「地域社会内訓練事業」

に対する理解を求める活動が重要になる。そのた

めにも、対象者を限定しての実績作りが必要不可

欠である。 

・ 被疑者段階での「障がい」への気付きに対する課

題が大きい。担当弁護士の「気付き」への取り組

みが必要。（簡易スケールの作成等） 

 

1.3 㓚䈏い者にଥる刑事⸷⸩法の⺖㗴ὐ╬について

（今࿁のขり組み䉕ฃ䈔て） 

1.3.1 「福祉䉰䉟䊄のᗧะ㩿保護観察付執行猶予のᔅ

要ᕈ㪀」と刑事ᑯ護の方㊎との䈝れについて 

たとえば、保護観察は被告人にとって不利益処分で

あり、福祉サイドにおいて、その有用性を指摘された

としても、刑事弁護人として保護観察処分を求めるこ

とは難しい。 

また、保護観察は遵守事項を設定し補導援護をする

ものであって、社会内処遇として一定の積極的意義も

あるが、その実態をみれば過度にその意義を強調する

こともできないと思われる。 

 

1.3.2 検察ቭによる証ਇหᗧのო 

Ｂ氏の控訴審において、公的機関の資料は同意され

たが、「判定委員会」による意見書や福祉サイドが提出

した証拠資料という民間作成のほとんどが不同意であ

った（参考資料-7 参照）。公平な審理を行っていく上

でも、民間というだけで簡単に「不同意」となる司法

の壁は改善していく余地があるのではないか。 

検察官が不同意とすることが予想される弁護側の証

拠（意見書等）について、証人尋問でいかに内容をわ

かりやすく、かつ、的確に法廷で証言するかの工夫が

必要。 

また、弁護士だけではなく、検察官や裁判官にも障

がい特性の理解及び定着支援事業等の周知・啓発が必

要不可欠である。 

 

1.3.3 න⚐執行猶予に䈍䈔る⺖㗴 

単純執行猶予（保護観察がつかないもの）判決が見

込まれる事案で、弁護人が保護観察付執行猶予を求め

ることは、不利益処分になることから難しい。 

「地域社会内訓練事業」への受け入れに際して、保

護観察付判決が是が非でも必要ということであれば、

不利益処分とならない新たな保護観察制度の創設とい

った法改正が必要と思われる。 

 

1.3.4 ౣ‽䉕⺃発䈜るよ䈉䈭ቛ⸷の㗴ᕈ 

犯罪の背景には、劣悪な家庭環境等が密接に関係し

ていることが少なくない。そのため、在宅起訴が逆に

犯罪を誘発し、本人に不利益を生じさせてしまう場合

もあるため、犯罪抑制や本人保護の観点から「拘置所」

での勾留があえて必要なケースもある。 

また、食料品の窃盗等を繰り返しているケースには、

単に「微罪処分」で済ますのではなく、処分の時点で

警察と市町村福祉課・保護課等が連携し、その後の犯

罪を抑制する仕組み作りも同時に必要である。 

 

1.4 䉬䊷䉴（支援ኻ⽎者・ⵍ⇼者䇮ⵍ๔ ）ੱに䈍䈔る支援

の⺖㗴䈲᳇付きについて 

1.4.1 地域社会内訓練事業の更䈭るଦㅴ䉕 

Ｃ氏のように、執行猶予の判決後に地域社会内訓練事

業所の利用を拒否したケースがあったからといって、現

取り組みを委縮すべきではない。 

むしろ、公判・判決前に、対象者及びその家族に対し

て、福祉による支援を受けることの意義及び必要性をよ

り丁寧に説明する必要性がある。（但し、この場合、法
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的拘束力に欠けることが課題である） 

 

1.4.2 「↪ᄾ⚂（福祉䉰䊷䊎䉴）」の㒢⇇ 

福祉サービス（地域社会内訓練）は、対象者本人と

の「利用契約」が原則である。 

支援対象者の中には、障がい認知の有無を問わず、

福祉支援を拒否する対象者が複数存在する。 

C氏のように執行猶予の判決後に「地域社会内訓練事

業所」の利用を拒否した場合、「単純執行猶予（保護観

察が付かない執行猶予）」であれば特に法的拘束力がな

く、結果として福祉サービス（地域社会内訓練事業）利

用は本人の意思に委ねられてしまう。 

 

1.4.3 福祉の支援（地域社会内訓練事業）䉕ᜎุ䈜るኻ

⽎者についての⠨察 

「刑務所がどんな場所なのか」「懲役とはどんなもの

なのか」「自由刑とはどんなものなのか」といったこと

を経験したことがない対象者（受刑歴がない）の場合に

は、仮に被疑者・被告人段階で福祉支援（地域社会内訓

練）の必要性を訴えたとしても、対象者本人に「刑務所

には行きたくない！刑務所には戻りたくない！」といっ

た強い意向がないため、福祉支援（地域社会内訓練事業）

を利用する動機付けに欠ける場合が多い。一方、法的拘

束力も弱い。 

 過去に福祉支援を受けたことがない対象者の場合、対

象者本人にとっては「刑務所」も「地域社会内訓練事業

所」も「同じレベル（どちらも嫌）」に認識しているの

ではないか。そのため、「福祉（地域社会内訓練事業）

は必要ない（受けたくない）」と拒否しているように感

じられる。 

対象者が知的障がい者であれば特に、その障がい特性

上、刑務所であっても福祉（地域社会内訓練事業）であ

っても自ら「経験」していないことを具体的に想像した

り、判断することは容易ではない。 

 

1.㪌 䉁と䉄 

1.㪌.1 刑⟏䈣䈔で䈲䈭䈒䇮「更生」に䉅㊀き䉕⟎い䈢刑事

ⵙ判のᔅ要ᕈ 

被疑者・被告人段階での支援に関しては、「福祉（地

域社会内訓練の利用）」への強い動機付けが必要不可欠

であるため、刑事裁判においても少年審判でいう「試

験観察」のような「中間的処分」の導入が求められる。 

 

（例：被告人（障がい者）を相当の期間、裁判所の観

察に付し、しばらくの間、被告人（障がい者）の様子

（「地域社会内訓練事業所」の利用）を観察し、その

経過を見た上で最終的な判決を下す。)  

 

 

1.㪌.2 福祉䉰䊷䊎䉴（地域社会内訓練事業）䈻の৻定

の法的᜔᧤ജのᔅ要ᕈ 

そのため、福祉サービス（地域社会内訓練）への導入・

利用契約に際しては、以下のような一定の拘束力が必要

不可欠であると思われる。 

 

・ 「地域社会内訓練事業所」を帰住地（身元引受人）

とした「保護観察付執行猶予」判決 

・ 判決前、さらには公判前に「保釈」の上、「地域社

会内訓練事業所」での更生プログラムの開始。 

・ 刑事裁判においても少年審判でいう「試験観察」

のような「中間的処分」の必要性 

 

1.㪌.3 更生䈻のേᯏ付䈔と䈚ての⍶ᱜ施⸳（㪧㪝㪠 刑ോ所

ᒝൻ䊡䊆䉾䊃╬） 

過去､矯正施設に入所してもその出所後の支援がな

かったことで、累犯に至る障がい者・高齢者は少なく

なかった。しかし、矯正施設入所中から出所後までの

支援が地域生活定着支援センター等によって成される

仕組みが現にあるのであれば、被疑者・被告人段階で

福祉支援を拒否する障がい者の更生への「動機付け

（例：もう刑務所へは戻りたくない！）」として「矯正

施設」へ入所するということも大きな「教育的経験（効

果）」に成り得ると考えられる。 

また、近年は矯正施設においてもＰＦＩ刑務所の「特

化ユニット」に見られるように、障がいを有する受刑

者には、その障がい特性にあった生活訓練や社会適応

訓練、さらにはロールプレイといった心理的アプロー

チでの処遇が、臨床心理士や社会福祉士等の福祉専門

職によって実施されるようにもなってきているため、

障がいを有する被疑者・被告人への更生支援に際して

は、上記内容も踏まえ「矯正施設＝更生を支える一つ

の社会資源」として捉えた視点も一方では重要なので

はないか。 

 

2. 「更生支援プログラム開発会」での㐳ፒ⋵での䊝䊂

䊦的実〣で⏕でき䈢ὐと⺖㗴ὐ 

2.1 ⏕でき䈢ὐ 

2.1.1 ੱとੱとのା㗬㑐ଥの構築か䉌全て䈲ᆎ䉁る（․

にኅᣖとの㑐ଥᕈのౣ構築） 

家族とのふれあい（連絡・面会）によりエンパワメン

が強化され、更生及び訓練への意欲が高まり、利用者が

大切に想う人との関係性の構築・再構築がまず重要であ

る。職員においては、まず理解者・応援者として、利用

者の生きにくさ、生きづらさを理解しようとする姿勢・
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肯定的な受容が大切である。特に良好な人間関係の構築

に効果的であったのは、母親や家族と類似している世話

人の支援であった。利用者の心の結びつき、信頼感、安

心感の形成には、父親・母親代わりの世話人の役割が重

要である。 

 

2.1.2 䉝䉶䉴䊜䊮䊃䉕ৼካに䈍䈖䈭䈉䈖との㊀要ᕈ 

利用者の生育歴、家族関係、犯罪歴等から問題行動の

要因・背景を徹底的に検証することが重要である。また

精神科医師、心理検査等の客観的所見、助言も大変参考

になるものであった。アセスメントを多角度の視点から

丁寧に行うことが、更生支援プログラム作成には不可欠

であり、触法障がい者支援の大きなポイントである。犯

罪の背景となっている心理学的、社会的問題を洗い出し

考察を深めることが大切である。 

 

2.1.3 発㆐㓚䈏い者にኻ䈜る支援の要ὐ 

厳しさ、枠組は必要であり、ルールを明確に示すこと

が重要である。 

目安・目標がないのが発達障がいの人の不安要素とな

るので、最初の更生支援プログラムの説明が本人に響く

ものでなければならない。特に自閉症の方については、

違う思考パターンを持つという考え方が重要であり、自

閉症の方の感じ方、感情の起こり方を支援者が理解でき

ないと効果的な訓練はできない。 感情の学習について

は、感情の理解が難しいため、一つひとつ解りやすいよ

うに詳しく説明が必要である。 

 

2.2 ⺖㗴ὐ 

2.2.1 ᄾ⚂制ᐲの㒢⇇（保護観察所とのㅪ៤支援の

ലᕈ） 

公判中から関与し、裁判で福祉事業所は受け入れると

証言し、本人も利用することに同意すると証言し結果執

行猶予判決であったが、判決後は本人の意思で福祉を利

用せず訓練に至らなかったという事例が生じた。理由は

「自分は障がい者ではないので支援は不要」ということ

であった。本人にかなりの覚悟・モチベーションがなけ

れば訓練に向き合うことができない。ましてや、障がい

受容・認知が必要な場合は、当然葛藤が生じ、訓練の拒

否、途中断念が十分に考えられる。従って、公判での約

束を実行するためには、地域社会内訓練への強制力とし

て保護観察付判決が強く求められる。 

 

2.2.2 ฦኾ㐷ᯏ㑐（․に的ᯏ㑐）とのද支援（䉼䊷

ム支援）䈏ᔅ要 

公判に各種資料を提出しても公的機関からの資料の

みが証拠採用されるという実情である。 

したがって、社会福祉法人の１事業所（トレーニング

センターあいりん）だけで更生支援を実施・完結するの

ではなく、公的機関と協働で実施し、福祉的更生支援の

有効性を実証していかなければならない。今後の実績の

積み重ねにより福祉事業所の社会的役割を確立してい

かなければならない。 特に保護観察所、都道府県発達

障がい者支援センター、都道府県障がい者支援センター

（判定機関）、医療機関との連携が有効である。 

 

㪜. 結⺰ 

平成 22 年度の「判定委員会」の実施者は４名であ

ったが、それぞれの公判を通して、様々な課題点や示

唆を与えるのもが浮き出て来たように思われる。 

「判定委員会」については、平成 22 年度は、長崎

県内での被疑者又は勾留中の者を対象にしたが、平成

23年度は地域を広げ、福岡・佐賀・熊本も対象地域と

位置付け、「判定委員会」の機能の拡充に向けて実践し

ていきたい。実績件数を増やし、より客観性、信憑性

の高い最終まとめとしたい。 

「更生プログラム開発委員会」については、支援経

過をみるとアセスメントが終了し個別支援を計画作成

し、実施している段階である。本格的なプログラム開

発はこれからというところもあるが、引き続き、それ

ぞれの対象者へのアセスメント、個別支援計画作成、

実施、検証を通して、個人の特徴に応じた各更生プロ

グラムの有効性を示していきたい。また、プログラム

開発においては、各関係機関と連携し、有効な教材や

地域資源等の活用についてもまとめていきたい。 

「検証委員会」については、障がいの特性や個人の

背景・心理等に応じての専門的理解と支援が更生プロ

グラムに的確に反映され、支援に結びつき、効果とな

り得ているかを測定、評価するという役割の必要性が

見えてきた。引き続き事例を増やすことで検証委員会

が果たす役割や機能・ジャッジにかかる尺度、資料等

の活用についても具体的にまとめていく。 

これらモデル的実践を継続し事例を積み重ねると共

に「地域社会内訓練事業」における「判定委員会」「更

生プログラム開発委員会」「検証委員会」の機能や役割、

必要性、効果等を検証し、触法・被疑者となった障が

い者に対して、福祉的支援体制を構築することをさら

に目指したい。 

 

㪝. 研究発 

1. ⺰ᢥ発 

なし 

 

2. ቇ会発 
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なし 

 

㪞. ⍮的⽷↥ᮭの㗿・⊓㍳⁁沦（予定䉕䉃䇯） 

なし 
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参考資料-1 

 

平成 23年○月○日 

○○高等裁判所第一刑事部 

裁判長裁判官 ○○○○ 様 

 

 

上  申  書 

 

社会福祉法人 南高愛隣会 

理事長 田 島 良 昭 

 

 

B氏の控訴審（第２審）にかかる上申書の提出について 

 

 

  窃盗罪にて現在控訴審中でありますB氏は、広汎性発達障害を有しており、これまでの窃盗事件に関

しては、養育能力に疑問がある父親との二人暮らしで食べ物を買う金がなかったという環境的要因と、

その劣悪な環境を自己の判断能力だけでは、改善できないという広汎性発達障害の障害特性が大きく影

響していると考えられます。 

 また、B氏は平成 22年○月○日より現在まで 2ヶ月以上に渡り、当法人が運営する更生保護施設「雲

仙･虹」で生活しておりますが、その生活態度は極めて真面目で規則違反はただの一度もなく、社会内

における福祉的更生支援により十分に改善できることを確信しております。 

このことに情状酌量を切に望み、B氏の公判につきまして、下記のとおりの措置をお願いすべく、こ

こに上申書として意見を申し上げさせていただきます。 

 

記 

 

・ 保護観察付執行猶予判決をお願いしたい 

・ 長崎保護観察所による特別遵守事項の設定をお願いしたい 

・ 長崎保護観察所、長崎県発達障害者支援センターしおさい、地域社会内訓練事業所が連携し、

司法と福祉の連携による更生支援計画に基づく社会内更生支援の機会を是非与えていただき

たい 

 

 

以上、何卒よろしくお願い申し上げます。 
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参考資料-2 

 

平成２２年○月○日 

 

○○高等裁判所 御中 

 

意  見  書 

 

 

厚生労働科学研究 研究分担グループ 

判定委員会 

委員長  川 端 克 成 

 

 

 

氏  名  B 氏 

生年月日  昭和○○年○○月○○日（○○歳） 

 

 

上記の者については、平成 22年 10月 7日に開催いたしました「厚生労働科学研究（田島班） 触法・

被疑者の地域社会内訓練事業の実施」における『第２回判定委員会』において、「矯正施設における施設内

処遇ではなく、社会福祉法人南高愛隣会が有する地域社会内訓練事業所（グループホーム・ケアホーム群

さつき）を基幹とした種々の福祉サービス利用のもと、社会内において更生・改善を図ることが適当であ

る。」との判定が成されましたので、本委員会からの意見書として提出いたします。 
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参考資料-3 

 

 

意見書意見書意見書意見書にににに係係係係るるるる理由書理由書理由書理由書    

 

厚生労働科学研究 研究分担グループ 

判定委員会 

委員長  川 端 克 成 

 

 

１．精神科医精神科医精神科医精神科医によってによってによってによって「「「「発達障害発達障害発達障害発達障害」」」」とととと診断診断診断診断されたされたされたされた。。。。    

  →診断名：「広汎性発達障害 特定不能のもの F84.9」 

   →F84.9：WHO（世界保健機構）の「ICD-10：国際疾病分類第 10 改訂版」で国際的に定められ

た「疾病コード」 

 

２．これまでのこれまでのこれまでのこれまでの犯行犯行犯行犯行はははは、「、「、「、「環境的要因環境的要因環境的要因環境的要因」」」」とととと「「「「発発発発達障害達障害達障害達障害によるによるによるによる障害特性障害特性障害特性障害特性（（（（個別性個別性個別性個別性ありありありあり）」）」）」）」にににに強強強強くくくく影響影響影響影響してしてしてして

いるいるいるいる。。。。      

   →環境的要因： 

１．父親との二人暮らしであったが、家庭内で親子の会話や顔を合わすこと等はほとんどなく、

収入のなかった本人は満足に食事が食べられる環境ではなかった。 

     ２．生まれ持って発達障害があったにも関わらず、その障害がずっと見落とされ、これまでの生

活の中で一度も福祉支援を受けたことがなく、母親が亡くなった以降は特に、困った時の相

談者も全く不在の環境であった。 

   →発達障害による障害特性（個別性あり）： 

１．発達障害による障害特性の一つである「対人関係を円滑に構築していくことが苦手（他者と

の会話、他者の気持ちを読み取る等）」なため、アルバイト等で就労するもすべて長続きし

ていなかった。 

 

３．更生更生更生更生にににに向向向向けてはけてはけてはけては、、、、矯正施設内矯正施設内矯正施設内矯正施設内におけるにおけるにおけるにおける矯正処遇矯正処遇矯正処遇矯正処遇ではなくではなくではなくではなく、、、、本人本人本人本人のののの発達障害発達障害発達障害発達障害のののの特性特性特性特性にににに合合合合わせたわせたわせたわせた専門専門専門専門

的且的且的且的且つつつつ個別的支援個別的支援個別的支援個別的支援がががが必要不可欠必要不可欠必要不可欠必要不可欠であるであるであるである。。。。    

→これまでにも「微罪処分」や「司法による裁き（労役刑等）」を繰り返し経験してきてはいるが、

それらが彼にとっては再犯を抑制する「経験」とは成り得えておらず、結果として再犯が繰り

返されてきた。 

すなわち、矯正施設内における一般的な矯正処遇で再犯防止の効果を期待することは彼の発達

障害という障害特性上極めて困難であり、彼の真の更生を考えた場合には、その障害特性に合

った専門的且つ個別的支援を社会内の更生プログラムによって処遇していくことの方が有効で

ある。 

 

４．第一審後第一審後第一審後第一審後、、、、生活環境生活環境生活環境生活環境をををを自宅自宅自宅自宅からからからから更生保護施設更生保護施設更生保護施設更生保護施設にににに移移移移しししし、、、、併併併併せてせてせてせて福祉福祉福祉福祉によるによるによるによる就労訓練就労訓練就労訓練就労訓練（（（（支援支援支援支援））））をををを受受受受けけけけ

ることでることでることでることで、、、、犯罪犯罪犯罪犯罪のののの傾向等傾向等傾向等傾向等がががが全全全全くくくく見受見受見受見受けられていないけられていないけられていないけられていない。。。。    

  →第一審後、更生保護施設で生活し、福祉による就労訓練（支援）を受けている事実は、少年審判

でいうところの「試験観察」に相当する。 

   この間、食事の心配をすることなく福祉による就労訓練（支援）を受けることで、再犯防止だけ

ではなく職業的自立へとつながっており、地域社会内における訓練（支援）の有効性の根拠とい

える。    
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参考資料-4 

 

平成２２年○○月○○日 

 

 

○○高等裁判所 御中 

 

確  約  書 

 

社会福祉法人 南高愛隣会 

（ コ ロ ニ ー 雲 仙 ） 

理事長 田 島 良 昭  印 

 

 

 

氏  名  Ｂ 氏 

生年月日  昭和○○年○○月○○日（○○歳） 

 

 

上記の者については、過去の犯罪に対する更生、改善に向け、本法人（社会福祉法人南高愛隣会）が運

営する「更生保護施設 雲仙・虹」を含む「地域社会内訓練事業所（グループホーム・ケアホーム群さつき）」

で受け入れることを確約いたします。 
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参考資料-5 

 

平成２２年○○月○○日 

 

 

 

○○高等裁判所 御中 

 

確  約  書 

 

特定非営利活動法人 

長崎県地域生活定着支援センター 

所 長  酒 井 龍 彦  印 

 

 

氏  名  Ｂ 氏 

生年月日  昭和○○年○○月○○日（○○歳） 

 

 

上記の者については、本センターが更生、改善を目的とする「更生保護施設雲仙・虹」を含む「地域社

会内訓練事業所（グループホーム・ケアホーム群さつき）」への福祉サービス利用調整等を行い、保護観察

所、福祉関係機関、医療機関、基礎自治体等と連携することで、その他必要とされる福祉的手立てを講じ

ることを確約いたします。 
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参考資料-6 

 

Ｂ氏の控訴審に係る提出資料一覧表    （平成 23年 1月 13日） 

 

項 目 交付/発行元 部数 同意 / 不同意 

１．生活保護支給決定通知書生活保護支給決定通知書生活保護支給決定通知書生活保護支給決定通知書 A市 １部 ○○○○：：：：同同同同    意意意意    

２．障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉サービスサービスサービスサービス受給者証受給者証受給者証受給者証 B市 １部 ○○○○：：：：同同同同    意意意意 

３．心理判定心理判定心理判定心理判定のののの結果結果結果結果    
/ / / / 証明書交付願証明書交付願証明書交付願証明書交付願・・・・同意書同意書同意書同意書 

こども・女性・障害者支援センター １部 △△△△     

４．診断書診断書診断書診断書 精神科医 １部 ○○○○：：：：同同同同    意意意意 

５．意見書意見書意見書意見書 
厚生労働科学研究（田島班） 
松村研究分担ｸﾞﾙｰﾌﾟ 判定委員会 

各１部 ××××：：：：不同意不同意不同意不同意 

６．意見書意見書意見書意見書にににに係係係係るるるる理由書理由書理由書理由書 
厚生労働科学研究（田島班） 
松村研究分担ｸﾞﾙｰﾌﾟ 判定委員会 

１部 ××××：：：：不同意不同意不同意不同意 

７．確約書確約書確約書確約書    
（地域社会内訓練事業所） 

社会福祉法人 南高愛隣会 各１部 未提出未提出未提出未提出 

８．確約書確約書確約書確約書    
（地域生活定着支援センター） 

特定非営利活動法人 
長崎県地域生活定着支援センター 

各１部 未提出未提出未提出未提出 

９．上申書上申書上申書上申書 
（地域社会内訓練事業所） 

社会福祉法人 南高愛隣会 １部 控訴趣意書控訴趣意書控訴趣意書控訴趣意書にににに添付添付添付添付 

１０．更生支援計画書更生支援計画書更生支援計画書更生支援計画書 /  /  /  / 同意書同意書同意書同意書・・・・受取書受取書受取書受取書 
（地域社会内訓練事業所） 

社会福祉法人 南高愛隣会 １部 
××××：：：：不同意不同意不同意不同意    

（（（（控訴趣意書控訴趣意書控訴趣意書控訴趣意書にににに添付添付添付添付)))) 

１１．在所証明在所証明在所証明在所証明    
（更生保護施） 

社会福祉法人 南高愛隣会 １部 未提出未提出未提出未提出 

１２．在所証明在所証明在所証明在所証明 
（就労継続支援事業所 A型） 

社会福祉法人 南高愛隣会 １部 未提出未提出未提出未提出 

１３．利用契約書利用契約書利用契約書利用契約書 /  /  /  / 重要事項説明書重要事項説明書重要事項説明書重要事項説明書 
（就労継続支援事業所 A型） 

社会福祉法人 南高愛隣会 各１部 ××××：：：：不同意不同意不同意不同意 

１４．支援者支援者支援者支援者のののの日誌日誌日誌日誌 /  /  /  / 聞聞聞聞きききき取取取取りりりり帳帳帳帳（（（（原本原本原本原本）））） 
（更生保護施設） 

社会福祉法人 南高愛隣会 １部 ××××：：：：不同意不同意不同意不同意 

１５．支援者支援者支援者支援者のののの日誌日誌日誌日誌（（（（総括総括総括総括）））） 
（更生保護施設） 

社会福祉法人 南高愛隣会 １部 ××××：：：：不同意不同意不同意不同意 

１６．支援者支援者支援者支援者のののの日誌日誌日誌日誌（（（（原本原本原本原本）））） 
（就労継続支援事業所 A型） 

社会福祉法人 南高愛隣会 １部 ××××：：：：不同意不同意不同意不同意 

１７．支援者支援者支援者支援者のののの日誌日誌日誌日誌（（（（総括総括総括総括）））） 
（就労継続支援事業所 A型） 

社会福祉法人 南高愛隣会 １部 ××××：：：：不同意不同意不同意不同意 

１８．本人本人本人本人のののの日誌日誌日誌日誌 本人（社会福祉法人南高愛隣会） １部 ○○○○：：：：同同同同    意意意意 

１９．本人本人本人本人のののの感想文感想文感想文感想文 本人（社会福祉法人南高愛隣会） １部 ○○○○：：：：同同同同    意意意意 

２０．罪罪罪罪をををを犯犯犯犯ししししたたたた障害者障害者障害者障害者にににに対対対対するするするする支援実績支援実績支援実績支援実績 社会福祉法人 南高愛隣会 １部 控訴趣意書控訴趣意書控訴趣意書控訴趣意書にににに添付添付添付添付 

２１．南高愛隣会南高愛隣会南高愛隣会南高愛隣会におけるにおけるにおけるにおける社会自立社会自立社会自立社会自立のののの実績実績実績実績 社会福祉法人 南高愛隣会 １部 控訴趣意書控訴趣意書控訴趣意書控訴趣意書にににに添付添付添付添付 

２２．パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット 
（社会福祉法人 南高愛隣会） 
（地域社会内訓練事業所） 
（就労継続支援事業所 A型） 
（更生保護施設） 

社会福祉法人 南高愛隣会 

（地域生活定着支援センター） 
特定非営利活動法人 
長崎県地域生活定着支援センター 

各１部 
未提出未提出未提出未提出    

（（（（第一審第一審第一審第一審でででで同意同意同意同意）））） 

２３．動画動画動画動画（生活・作業風景等） 社会福祉法人 南高愛隣会 

DVD 
３ セ ッ

ト 
(計 9枚) 

××××：：：：不同意不同意不同意不同意 

２４．矯正統計年報等矯正統計年報等矯正統計年報等矯正統計年報等によるによるによるによる統計資料統計資料統計資料統計資料 法務省 １部 未提出未提出未提出未提出 

２５．犯罪犯罪犯罪犯罪((((司法司法司法司法))))とととと発達障害発達障害発達障害発達障害にににに関関関関するするするする文献文献文献文献 日本評論社 ３部 未提出未提出未提出未提出 

２６．発達障害発達障害発達障害発達障害にににに関関関関するするするする参考資料参考資料参考資料参考資料 厚生労働省 他 ５種類 未提出未提出未提出未提出 

２７．「「「「発達障害発達障害発達障害発達障害とととと司法司法司法司法」」」」    
（（（（発達障害発達障害発達障害発達障害にににに関関関関するするするする参考書籍参考書籍参考書籍参考書籍））））    

龍谷大学矯正・保護研究センター １冊 未提出未提出未提出未提出 
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表 5 Ｂ氏の控訴審に係る「証拠資料」同意/不同意  一覧表  

    

民間民間民間民間がががが作成作成作成作成したしたしたした資料資料資料資料    

項 目 交付/発行元 部数 同意 / 不同意 

１．意見書意見書意見書意見書 
厚生労働科学研究（田島班） 

松村研究分担ｸﾞﾙｰﾌﾟ 判定委員会 
各１部 ××××：：：：不同意不同意不同意不同意 

２．意見書意見書意見書意見書にににに係係係係るるるる理由書理由書理由書理由書 
厚生労働科学研究（田島班） 

松村研究分担ｸﾞﾙｰﾌﾟ 判定委員会 
１部 ××××：：：：不同意不同意不同意不同意 

３．更生支援計画書更生支援計画書更生支援計画書更生支援計画書 /  /  /  / 同意書同意書同意書同意書・・・・受取書受取書受取書受取書 

（地域社会内訓練事業所） 
社会福祉法人 南高愛隣会 １部 

××××：：：：不同意不同意不同意不同意    

（（（（控訴趣意書控訴趣意書控訴趣意書控訴趣意書にににに添付添付添付添付)))) 

４．利用契約書利用契約書利用契約書利用契約書 /  /  /  / 重要事項説明書重要事項説明書重要事項説明書重要事項説明書 

（就労継続支援事業所 A 型） 
社会福祉法人 南高愛隣会 各１部 ××××：：：：不同意不同意不同意不同意 

５．支援者支援者支援者支援者のののの日誌日誌日誌日誌 /  /  /  / 聞聞聞聞きききき取取取取りりりり帳帳帳帳（（（（原本原本原本原本）））） 

（更生保護施設） 
社会福祉法人 南高愛隣会 １部 ××××：：：：不同意不同意不同意不同意 

６．支援者支援者支援者支援者のののの日誌日誌日誌日誌（（（（総括総括総括総括）））） 

（更生保護施設） 
社会福祉法人 南高愛隣会 １部 ××××：：：：不同意不同意不同意不同意 

７．支援者支援者支援者支援者のののの日誌日誌日誌日誌（（（（原本原本原本原本）））） 

（就労継続支援事業所 A 型） 
社会福祉法人 南高愛隣会 １部 ××××：：：：不同意不同意不同意不同意 

８．支援者支援者支援者支援者のののの日誌日誌日誌日誌（（（（総括総括総括総括）））） 

（就労継続支援事業所 A 型） 
社会福祉法人 南高愛隣会 １部 ××××：：：：不同意不同意不同意不同意 

９．動画動画動画動画（生活・作業風景等） 社会福祉法人 南高愛隣会 

DVD 

3 ｾｯﾄ(計 9

枚) 

××××：：：：不同意不同意不同意不同意 

１０．本人本人本人本人のののの日誌日誌日誌日誌 本人（社会福祉法人南高愛隣会） １部 ○○○○：：：：同同同同    意意意意 

１１．本人本人本人本人のののの感想文感想文感想文感想文 本人（社会福祉法人南高愛隣会） １部 ○○○○：：：：同同同同    意意意意 

１２．パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット 

（社会福祉法人 南高愛隣会） 

（地域社会内訓練事業所） 

（就労継続支援事業所 A 型） 

（更生保護施設） 

社会福祉法人 南高愛隣会 

（地域生活定着支援センター） 
特定非営利活動法人 

長崎県地域生活定着支援センター 

各１部 

○○○○：：：：同同同同    意意意意    

（（（（第一審第一審第一審第一審にてにてにてにて既既既既にににに同同同同

意意意意）））） 

    
公的機関公的機関公的機関公的機関がががが交付交付交付交付したしたしたした資料資料資料資料    

項 目 交付/発行元 部数 同意 / 不同意 

１．生活保護支給決定通知書生活保護支給決定通知書生活保護支給決定通知書生活保護支給決定通知書 Ａ市 １部 ○○○○：：：：同同同同    意意意意    

２．障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉サービスサービスサービスサービス受給者証受給者証受給者証受給者証 Ｂ市 １部 ○○○○：：：：同同同同    意意意意 

３．心理心理心理心理判定判定判定判定のののの結果結果結果結果/ / / / 証明書交付願証明書交付願証明書交付願証明書交付願・・・・同意書同意書同意書同意書 こども・女性・障害者支援センター １部 

× → ○× → ○× → ○× → ○    

不同意不同意不同意不同意であったがであったがであったがであったが、、、、裁判裁判裁判裁判

官官官官がががが必要性必要性必要性必要性をををを認認認認めるめるめるめる    

４．診断書診断書診断書診断書 精神科医 １部 ○○○○：：：：同同同同    意意意意 
    
控訴趣意書控訴趣意書控訴趣意書控訴趣意書にににに添付添付添付添付したしたしたした資料資料資料資料 

項 目 交付/発行元 部数 特 記 

１．上申書上申書上申書上申書（地域社会内訓練事業所） 社会福祉法人 南高愛隣会 １部  

２．更生支援計画書更生支援計画書更生支援計画書更生支援計画書 /  /  /  / 同意書同意書同意書同意書・・・・受取書受取書受取書受取書 

（地域社会内訓練事業所） 
社会福祉法人 南高愛隣会 １部 

不同意不同意不同意不同意であったがであったがであったがであったが控訴趣控訴趣控訴趣控訴趣

意書意書意書意書にににに添付添付添付添付    

３．罪罪罪罪をををを犯犯犯犯したしたしたした障害者障害者障害者障害者にににに対対対対するするするする支援実績支援実績支援実績支援実績 社会福祉法人 南高愛隣会 １部  

４．南高愛隣会南高愛隣会南高愛隣会南高愛隣会におけるにおけるにおけるにおける社会自立社会自立社会自立社会自立のののの実績実績実績実績 社会福祉法人 南高愛隣会 １部  
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「「「「障害障害障害障害のののの疑疑疑疑いをいをいをいを確認確認確認確認するためのするためのするためのするための簡易簡易簡易簡易スケールスケールスケールスケール」」」」    
平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度    厚生労働科学研究厚生労働科学研究厚生労働科学研究厚生労働科学研究（（（（田島班田島班田島班田島班））））松村研究分担松村研究分担松村研究分担松村研究分担ｸｸｸｸﾞ゙゙゙ﾙｰﾌﾙｰﾌﾙｰﾌﾙｰﾌﾟ゚゚゚判定委員会判定委員会判定委員会判定委員会    

長崎県地域生活定着支援長崎県地域生活定着支援長崎県地域生活定着支援長崎県地域生活定着支援センターセンターセンターセンター    

    

過去過去過去過去のののの記録等記録等記録等記録等（（（（生育歴生育歴生育歴生育歴・・・・職歴等職歴等職歴等職歴等））））からからからから障害障害障害障害をををを確認確認確認確認するにはするにはするにはするには    

□  幼児期に言葉の遅れがあった。 

□  イジメられていた経験がある。 

□  友達がいなかった。  

□  学校の成績が悪かった。（ex. 通知表に「１」や「２」が多かった）  

□  計算が苦手。 

  ＜質問＞ １００から７を引いたら？ またそれから５を引いたら？ 

□  お金があると残金を考えず、すぐに全部使ってしまう。 

□  住所が言えない。 

□  家族との関係が悪く、断絶している。 

□  仕事が長続きせず、職を転々としている。 

□  仕事の手順が変わると覚えられない。 

□  整理整頓ができない。 

□  地域で孤立しており、周りからの支援を拒否する。 

□  過去、生活保護の申請をしたことがあるが断られた。 

     あるいは、生活保護を受給していたのに散財 or 自ら保護を断ち切っている（所在不明等）。 

□  短絡的な行動が多い。（ex. 目先のことしか考えず、無計画（その場の思いつき）な行動） 

□  同じような罪を繰り返している。 
 

※※※※上記項目上記項目上記項目上記項目にににに相当数当相当数当相当数当相当数当てはまるてはまるてはまるてはまる場合場合場合場合：「：「：「：「障害障害障害障害のののの疑疑疑疑いがいがいがいが高高高高いいいい」」」」    
 

勾留中勾留中勾留中勾留中のののの様子様子様子様子からからからから障害障害障害障害をををを確認確認確認確認するにはするにはするにはするには    

□  接見中、目線が合わない。落ち着きがない。 

□  同じことを繰り返し話す。 

□  会話の途中で、まったく違う話（自分が興味のある話）を始める。 

□  自分が犯した罪に関しても、ひょうひょうと話し、反省の態度が第三者に分かりづらい。 

□  一見難しい言葉を使っているが、言葉の意味をあまり理解していない。 

□  会話や立ち振る舞いにどこか違和感を感じる。 

□  質問等に対して、どこか的外れな回答がある。 

□  発言が曖昧で、質問に対する回答に一貫性がない。 

□  理屈じゃなく何か変。 
 

※※※※上記項目上記項目上記項目上記項目にににに相当数当相当数当相当数当相当数当てはまるてはまるてはまるてはまる場合場合場合場合：「：「：「：「障害障害障害障害のののの疑疑疑疑いがいがいがいが高高高高いいいい」」」」    

    

既成事実既成事実既成事実既成事実からからからから障害障害障害障害をををを確認確認確認確認するにはするにはするにはするには    

□  障害者手帳（療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・身体障害手帳）を取得している。 

□  障害者手帳は取得していないが、過去、特別支援学級（特殊学級）に在籍していた。 

□   IQ が「６９以下」あるいは「６９前後」である。 

□   診断名がある。 

（精神遅滞・広汎性発達障害・ADHD：注意欠陥多動性障害・LD：学習障害・統合失調症等） 

※※※※上記項目上記項目上記項目上記項目にににに当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる場合場合場合場合：「：「：「：「障害障害障害障害があるがあるがあるがある」」」」あるいはあるいはあるいはあるいは「「「「障害障害障害障害のののの疑疑疑疑いがいがいがいが極極極極めてめてめてめて高高高高いいいい」」」」    

    

 


